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トータルコストの表記について 
   トータルコストは、事業ごとに事業費と人件費を一体としたコストを表します。あ 
 くまで、費用対効果を判断するための参考表記ですので、職員定数と厳密には一致し 
 ていません。 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 

４款 衛生費 

 ４項 医薬費                             医療政策課（内線：７２０４） 
２目 医務費                                   （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 財 源 内 訳             
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）【新型コロナ

第６波対策】小児在

宅療養体制強化事

業 

0 12,000 12,000 12,000    

 

トータルコスト 0 12,792 12,792 （補正に係る主な業務内容） 
新型コロナウイルスに係る在宅療養体制の強化 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 

工 程 表 の 政 策 内 容 － 
事業内容の説明              

１ 事業の目的、概要 

  新型コロナウイルス感染症の第６波に備え、鳥取大学医学部附属病院及び各圏域のかかりつけ小児科医の協力

により、需要が高まると想定される小児の在宅療養における医療体制を強化する。 

 

２ 主な事業内容 

 （１）情報通信機器（iPad等）の整備（9,000千円） 

かかりつけ小児科医、在宅療養者に貸与し、健康観察や診察に活用する。 

（２）専用の情報共有サイトの整備（3,000千円） 

   鳥取大学医学部附属病院内に整備し、患者の健康状態や診察内容の共有等に活用する。 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

・在宅療養者等に安心して療養していただけるよう、療養体制の更なる強化を図る。 

・第５波では、小児を含め、在宅療養中の多くの療養者に発熱等の症状が見られた。 

・訪問看護師による日常的な健康サポートに加え、協力医師による電話診療の体制を整備している。 

・特に小児の場合、顔を見ながらの診察が重要との小児科医の意見が強く、圏域のかかりつけ小児科医にコロナ

診療等への更なる協力・参画を促す必要がある。 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 

３款 民生費 

１項 社会福祉費                         福祉保健課（内線：７１５８）

１目 社会福祉総務費                              （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）【新型コロナ

第６波対策】新型コ

ロナウイルス入院

患者家族支援強化

事業 

0 6,786 6,786 6,781  5  

 

トータルコスト 0 7,578 7,578 （補正に係る主な業務内容） 

事業者との調整、直接の処遇支援 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明            【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】 

１ 事業の目的、概要 

新型コロナウイルス感染症の第６波に備え、新型コロナウイルス入院患者家族支援事業（※）の人員体制

等を充実させる。 

（※）新型コロナウイルス入院患者家族支援事業･･･新型コロナウイルスの陽性患者が医療機関への入院や

指定された施設での宿泊療養をする際に、介護が必要な高齢者や障がい者、監護が必要な子ども等が

いる場合に、預かり等の必要なサービスや支援を行う。 

 

２ 主な事業内容 

事業に従事する保育士等（会計年度任用職員）を新たに雇用するなどして、同時に複数の家族への支援が

必要な場合や、支援が継続的に長期間必要な場合に対応できるよう、支援体制を強化する。 

＜児童＞ 
・児童相談所が一時保護に準じて支援内容を決定し、県立又は民間の児童福祉施設等に受け入れて生活支

援を行う。 
＜高齢者・障がい者＞ 
・県・市町村・関係団体が協議して支援内容を決定し、県が介護保険や障害福祉サービスの提供事業者に

委託して、自宅等において支援を行う。 
 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・新型コロナウイルス第６波の襲来に備え、事業に従事する保育士等（会計年度任用職員）を新たに雇用す

るなどして、同時に複数の家族への支援が必要な場合や、支援が継続的に長期間必要な場合に対応できる

よう支援体制の強化を図る。 

・令和３年度は、10月末までに８家族・17人（うち18歳未満は７家族・16人）の監護・介護等を行った。（１

家族につき平均９日間、最大16日間の支援を実施） 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 

３款 民生費 

１項 社会福祉費                         福祉保健課（内線：７８５９） 
１目 社会福祉総務費                             （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

【新型コロナ第６

波対策】生活福祉資

金緊急貸付事業 

1,100,000 550,162 1,650,162 550,162    

 

トータルコスト 1,101,584 550,954 1,652,538 （補正に係る主な業務内容） 

補助金交付事務等、関係機関との調整 従事する職員数 0.2人 0.1人 0.3人 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

低所得者、離職者等に対し、必要な資金の貸付と相談支援を行う生活福祉資金貸付事業について、新型コ

ロナウイルス感染症の影響を受けた世帯への対象拡大に伴い、貸付件数が増加しているため、実施主体であ

る社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会に対し、貸付原資を補助する。（国庫補助10／10） 

２ 主な事業内容 

（１）補助金名 
    生活福祉資金貸付事業補助金 
 （２）補助対象事業 

資金の種類 資金の内容 
緊急小口資金 休業等により収入が減少した世帯に対する緊急かつ一時的な貸付 
総合支援資金 収入の減少や失業等の状態にある世帯に対する生活費用の貸付 

 （３）実施主体 
    社会福祉法人鳥取県社会福祉協議会 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

新型コロナウイルスの感染拡大を踏まえ、従来の低所得世帯への貸付に加え、新型コロナウイルスの影響

を受けた休業等による収入の減少で、一時的な貸付が必要となった世帯にも対象が拡大されるとともに、こ

の特例貸付の受付期間が令和３年８月末から11月末に延長された。 

  【特例貸付決定状況（11月14日時点）】 

   ・緊急小口資金 3,845件（貸付額  661,960千円） 

・総合支援資金 6,513件（貸付額 3,497,657千円） 

   計    10,358件（貸付額 4,159,617千円） 

（参考）貸付原資残額 

・貸 付 原 資 額：4,543,343千円 

  既 存 原 資 額： 672,343千円 

 Ｒ２年度措置額：2,771,000千円 

 Ｒ３年度措置額：1,100,000千円 

    ・既 貸 付 総 額：4,159,617千円（10,358件）（11月14日時点） 

    ・原 資 残 額： 383,726千円 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 

３款 民生費 

 １項 社会福祉費                          障がい福祉課（内線：７８６６） 
12目 障がい者自立支援事業費                           （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 財 源 内 訳             
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）【新型コロナ

第６波対策】障がい

福祉施設における

感染症防止対策支

援事業  

0 7,714 7,714 5,142   2,572 

 

トータルコスト 0 9,298 9,298 （補正に係る主な業務内容） 
補助金交付事務 従事する職員数 0.0人 0.2人 0.2人 

工程表の政策内容 － 
事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

新型コロナウイルス感染症の第６波に備え、障害福祉サービス等を提供する施設等における新型コロナ

ウイルス感染症防止対策を強化するため、必要な衛生用品等の購入経費を支援する。 

 

２ 主な事業内容 

（１）補助事業概要 

補助対象 障害福祉サービス等を提供する施設・事業所を運営する社会福祉法人等 

対象経費 施設・事業所において感染防止対策に必要な衛生用品等の購入に要する費用 

（令和３年10月から12月までの間に発生した経費に限る） 

補助率等 定額補助（サービス種別に応じて１事業所あたりの単価を設定。） 

・入所系サービス・・・20千円～40千円 

・居住系サービス・・・７千円 

・通所系サービス・・・７千円～14千円 

・訪問系サービス・・・３千円 

事業費 7,714千円（補助金及び事業実施にあたり必要な委託費を含む） 

負担割合 国2/3、県1/3 

 

（２）事業背景 

  国の令和３年度障害福祉サービス等報酬改定において、新型コロナウイルス感染防止対策に必要な経費

見合いとして、報酬額に0.1％の上乗せ特例が設定されたが、特例期間は令和３年９月に終了した。しかし

ながら現在も新型コロナウイルスの感染拡大は予断を許さない状況であり、引き続き厳重な感染対策が必

要であることから、同年10月以降については、サービス報酬ではなく、より直接的に、必要なかかり増し

経費への支援（実費補助）を全国的に実施することとなった。 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 
国補助金を活用し衛生用品等の購入費に対し助成することで、障がい福祉施設等における新型コロナウ

イルス感染症の感染防止に向けた取組を推進する。 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 

３款 民生費 

 １項 社会福祉費                          長寿社会課（内線：７８６０） 

  ４目 老人福祉費                                （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 財 源 内 訳             
備考 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）【新型コロナ

第６波対策】介護サ

ービス事業所・施設

における感染症防

止対策支援事業 

0 19,515 19,515   
（基金繰入金）

19,515 
 

 

トータルコスト 0 21,099 21,099 （補正に係る主な業務内容） 
補助金交付事務 従事する職員数 0.0人 0.2人 0.2人 

工 程 表 の 政 策 内 容 － 
事業内容の説明                      【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】 

１ 事業の目的、概要 

新型コロナウイルス感染症の第６波に備え、介護サービスを提供する施設等における新型コロナウイルス感染

症防止対策を強化するため、必要な衛生用品等の購入経費を支援する。 

 

２ 主な事業内容 

 （１）補助事業概要 

補助対象 介護サービスを提供する事業所・施設を運営する社会福祉法人等 

対象経費 施設・事業所において感染防止対策に必要な衛生用品等の購入に要する経費 

（令和３年10月から12月までの間に発生した経費に限る） 

補助率等 定額補助（サービス種別に応じて１事業所あたりの単価を設定。） 

・通所系・・・１万円～２万円 

・訪問系・・・５千円～２万円 

・施設系・・・１万円～７万円 

事業費 19,515千円（補助金及び事業実施にあたり必要な委託費を含む） 

負担割合 鳥取県地域医療介護総合確保基金（国2/3、県1/3） 

 

 （２）事業背景 

 国の令和３年度介護報酬改定において、新型コロナウイルス感染防止対策に必要な経費見合いとして、報酬

額に0.1％の上乗せ特例が設定されたが、特例期間は令和３年９月に終了した。しかしながら現在も新型コロナ

ウイルスの感染拡大は予断を許さない状況であり、引き続き厳重な感染対策が必要であることから、同年10月

以降については、サービス報酬ではなく、より直接的に必要なかかり増し経費への支援（実費補助）を全国的

に実施することとなった。 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 基金を活用し、衛生用品等の購入費に対し助成することで、高齢者福祉施設等における新型コロナウイルス

感染症の感染防止に向けた取組を推進する。 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  企業支援課 （ 内線 ： ７６５８ ）
　　３目　金融対策費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 【制度改正】
新型コロナ克
服特別金融支
援事業

583,834 0 583,834

 トータルコスト 593,339 0 593,339（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 1.2人 0.0人 1.2人制度検討、補助金交付事務、関係機関との調整等
 工程表の政策内容 資金調達の円滑化（機動的な金融支援）及び再生支援

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

 １　事業の目的、概要

　コロナ禍からの売上回復が遅れており、県内中小企業者等の資金繰りが引き続き懸念されるため、無利子無保
証料融資（新型コロナウイルス感染症対応地域経済変動対策資金）の申込期限を令和３年１２月末から令和４年
３月末まで延長することで、経営安定化等に要する資金調達を支援する。

 ２　主な事業内容

（１）改正内容
　新型コロナウイルス感染症対応地域経済変動対策資金の申込期限を、令和３年１２月末から令和４年３月末ま
で延長する。

（２）資金制度概要
融資枠 　５００億円
資金使途 　運転資金、設備資金、借換資金
融資上限額 　３億円
融資期間 　１０年以内（据置５年以内含む）

・売上１５％（個人事業主及び鳥取県中部地震被災企業向け資金の借入金を借
　り換える事業者の場合は５％）以上減少の場合
　当初５年間０％、６年目以降１．４３％

融資利率

・売上５％以上減少で上記以外の場合等
　当初５年間０．７％、６年目以降１．４３％

保証料率 　最大１０年間０％

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　 ＜事業目標＞
     県内中小事業者等への経営安定化等に要する資金の円滑な調達の支援を目標とする。

   ＜取組状況・改善点＞
・令和2年1月30日付けで、新型コロナ感染症対応の地域経済変動対策資金発動(利率1.43％、保証料率0.5％
  程度、融資期間10年)

・支援内容の拡充
  R2. 2.14  「利率1.43%＋保証料率0.5％程度」　→　「利率0.7％（5年間）＋保証料0％（5年間）」
  R2. 3.18　「利率0.7％(5年間)＋保証料0％(5年間)」→「利率0％（3年間）」対象：売上高15％以上減少
  R2. 5. 1  国制度を活用し、「利率0％(3→5年）＋保証料0％(5→10年)＋据置期間(3→5年)」へ拡充等
  R2.12.22　申込期限を令和3年3月末まで延長
  R3. 1.29　融資限度額を2.8億円から3億円に拡充
  R3. 3.30　融資申込期間を令和3年3月末から令和3年6月末まで延長
  R3. 5.28　融資申込期間を令和3年6月末から令和3年9月末まで延長
　R3. 9.24　融資申込期間を令和3年9月末から令和3年12月末まで延長

・融資実績（R3.11.10時点）　
  融資実行件数10,274件、融資実行額1,877億円（発動時からの累計）

・借入事業者に対しては引き続き関係機関と連携しながら、金融支援と経営支援の一体的な推進体制を強化
　していく。

※無利子無保証料融資の終了を見据え、令和３年６月補正で予算措置した新たな資金（コロナ克服伴走支援
　資金（利率1％、保証料率0.2％））については、このたびの無利子無保証料融資の申込期限延長に伴い、
　発動を休止する（当初発動予定時期：令和３年１０月）。
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令和３年度一般会計補正予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  通商物流課 （ 内線 ： ７８５０ ）
　　４目　貿易振興費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 （新）境港新
規コンテナ貨
物獲得緊急対
策事業

0 11,000 11,000  11,000

 トータルコスト 0 11,792 11,792（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人補助金審査・交付
 工程表の政策内容 境港を活用した物流促進

事業内容の説明 【「新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金」充当事業】

 １　事業の目的、概要

　新型コロナウイルス感染症拡大の影響で落ち込んでいた境港のコンテナ貨物の荷動きの回復を加速させ、境港
定期航路の新規貨物誘致や利用促進を目的として、境港発着の外国貿易定期コンテナ航路を新規に利用する荷主
や利用拡大する荷主へ緊急的に支援する。

 ２　主な事業内容

　境港を利用する貨物確保のため、境港発着の外国貿易定期コンテナ航路を利用した新規及び利用が増加する荷
主企業に対して支援する。【境港貿易振興会への間接補助】

（１）新規利用荷主への支援
・対象事業者：新たに境港発着の外国貿易定期コンテナ航路を利用した荷主
・補　助　額：１TEUにつき20千円（上限500千円）
　※１TEU･･･20フィートコンテナ（長さ６メートル）1本分の換算単位

（２）利用増加荷主への支援
・対象事業者：境港発着の外国貿易定期コンテナ航路を利用して貨物量を増加させた荷主
　　　　　　　（前年と比較して10TEU以上利用が増加していること）
・補助額：増加貨物１TEUにつき10千円（上限2,000千円）

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　  ＜事業目標＞
・荷主企業等への境港利用助成制度に対して補助を行い、境港利用促進を図ることで、航路の維持および境港
　の利便性向上につなげる。

＜取組状況・改善点＞
・境港の港湾状況や定期船サービス等の最新情報を提供し利用拡大に繋げるため、境港後背地の地元企業向け
　に、境港利用促進懇談会をオンラインで実施した（約70社・団体参加、８月27日開催）。また、輸出入の際
　の利用港の決定権を有しているメーカー本社の貿易部署や取引商社、フォワーダー（運送・通関取扱事業者）
　等が多く立地する首都圏や関西においても、同様の懇談会を開催する予定である。
・境港利用促進の関係機関（県、境港貿易振興会、境港管理組合）が、連携して新規の荷主開拓等を推進するた
　めのネットワーク会議を月２回程度開催（11月下旬より）することとした。新型コロナウイルス感染拡大の影
　響を受けて、県外企業への訪問を自粛していたが、今後、感染予防対策を徹底したうえで、同ネットワーク活
　用により県外企業等への訪問セールス等を適宜実施する。
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令和３年度一般会計補正予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７５３８ ）
　　２目　商業振興費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 （新）全国
初！県版
SDGs企業認証
パイロット事
業

0 1,500 1,500  750 750

 トータルコスト 0 2,292 2,292（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人セミナー実施、関係機関との調整
 工程表の政策内容 コロナ危機を克服し、県経済・産業の“再生”と“持続的発展”を実現

事業内容の説明 【「地方創生推進交付金」充当事業】

 １　事業の目的、概要

　金融市場における投資判断のほか､国内外企業における事業活動の価値判断の一つとして､｢環境(Environ
 ment)｣､｢社会(Social)｣､｢企業統治(Governance)｣(3分野を総称して｢ESG｣という)への関心が高まる中､都道府県レ
ベルで全国初となる県版SDGs企業認証制度を創設・運用し､投資家やサプライチェーン、働く人､社会等から選ば
れる企業への転換を促すなど県内企業の価値向上を図る。

（※）｢ESG｣とは､企業が長期的な成長を遂げるために必要な3つの要素｢ESG｣を重視する考え方を実践する経
　　　営のことをいい､｢SDGs(持続可能な開発目標)｣の達成に向けた手段ともされており､今後､金融機関に
　　　よる投融資をはじめとした企業支援の際に､｢SDGs企業認証｣が判断材料の一つとなることも期待される。

 ２　主な事業内容

〇パイロット事業｢県版SDGs企業認証パイロット｣の実施
　現在検討を進めている｢県版SDGs企業認証制度｣について､令和4年度からの本格運用に先立ち､パイロット事業
｢県版SDGs企業認証パイロット｣を実施し､試行的な認証審査や取組企業に応じたサポートを行いながら､取組企業
が円滑に正式認証へ移行できるよう支援を行う。
　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　（単位：千円）

細事業名 事業内容 予算額
認証取得支援事業 　｢県版SDGs企業認証パイロット｣に取り組む企業を対象に､認証取得に向けた申請

書改善及び取組課題実現に向け、専門家による伴走支援を行う。

【専門家による伴走支援(例)】
　・環境経営専門家によるエネルギー使用量の把握等支援　
　・社会保険労務士による労務管理規程の整備等支援
　・弁護士による内部統制規程の整備支援
　・BCMS（事業継続マネジメントシステム）専門家による事業転換・BCP(事業
　　継続計画)策定支援　など

990

SDGs経営転換支援
事業

　自社が保有する経営資源のSDGs経営への落とし込み等ノウハウの提供・普及啓
発、及び県版SDGs企業認証制度の情報発信などを目的とした専門セミナー・プロ
モーションを実施する。

 (１)SDGs経営チャレンジセミナー(1月頃）　
　・パイロット事業のキックオフを行うとともに、2030年を見据えたSDGs経営  
　　転換に向けたノウハウや勘所を得るための専門セミナーを開催する。
 (２)県版SDGs企業認証制度プロモーションセミナー(3月頃)
　・令和4年度からの制度本格運用に向け､県内企業等向けに制度PR等を行うと
　　ともに、パイロット企業の取組例を情報発信するためのプロモーションセ
　　ミナーを開催する。

510

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　  ＜事業目標＞
　・SDGs経営への意識転換や事業参入などを支援し､新たな投資･取引を呼び込むなど県内企業の価値向上を図る。
 　 ＜取組状況・改善点＞
　・令和2年9月に募集開始した｢とっとりSDGsパートナー登録制度｣について､383社が登録している(R3.11.10時点)。
　・令和3年6月に県内金融機関や商工団体､学術機関等を構成メンバーとする制度検討会を設置した。同検討会
　　により検討着手した｢県版SDGs企業認証制度｣について､令和4年度からの本格運用を目指し、パイロット事業
　　｢県版SDGs企業認証パイロット｣を令和4年1月より開始予定である。

　　【県版SDGs企業認証制度の検討案】
　　　（目的）SDGs経営の見える化等により､取組内容のさらなる推進､ひいては企業価値向上を目指す
　　　（対象）県内事業者（営利事業を営む者）
　　　（認証）｢環境｣｢社会｣｢経済｣の３側面の取組状況を総合的に審査し､認証基準を満たす事業者を認証
　　　（その他）小規模事業者でも取り組み易い仕組みのほか､認証事業者へのインセンティブ導入などを検討中

　　【｢県版SDGs企業認証パイロット｣の推進スケジュール(予定)】
　　　R3.11下旬～　県内企業を対象に幅広く公募
　　　R3.12～R4.1　パイロット企業としての認証審査・選定
　　　R4.1～3　    パイロット事業の実施（専門家による伴走支援､情報発信等の実施）
　　　R4.4～　　　 県版SDGs企業認証制度の本格運用開始
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 

６款 農林水産業費 

 ４項 林 業 費                                              森林づくり推進課（内線：7305） 

  ４目 森林病害虫防除費                                                       （単位：千円） 

事 業 名 補 正 前 補 正 計 
財  源  内  訳 

備 考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）松くい虫被害緊
急対策事業 

0 27,603 27,603    27,603  

ト ー タ ル コ ス ト 0 28,395 28,395 （補正に係る主な業務内容） 

 松くい虫被害木の緊急的な伐倒駆除 従 事 す る 職 員 数 0.0 人 0.1 人 0.1 人 

工程表の政策内容 森林整備の推進、森林病害虫被害対策の徹底 

事業内容の説明 
 

１ 事業の目的・概要 
    松は他の樹木では育ちにくい海岸などの乾燥地で生育できる貴重な樹種であり、冬期風浪時に飛砂を

防止するなど重要な役割を担っている。今年度は北栄町などの海岸砂地の保全松林において、例年を大
きく上回る松くい虫被害が見られており、次期感染源の温床となるおそれが高く、緊急的な対策が必要
となっている。このため、有識者を交えて、県・市町の関係者による検討会を開催し、現地調査及び今
後の被害対策のあり方を検討するとともに、徹底した松くい虫被害木の駆除を行う。 

   
２ 主な事業内容 

 細事業名 内容 実施主体 県補助率 
（上限額） 

補正予算額 
（千円） 

１ 松くい虫被害対策
検討会 

有識者を交えた現地調査及び対
策の検討 

県・市町   －     103 

２ 松くい虫被害木の
緊急的な伐倒駆除 

県及び市町が実行する伐倒駆除 
（※） 

県   －     15,500 

市町  県 1/2     12,000 

合計     27,603 

  ※県は高度公益機能森林（県指定）、市町は地区保全松林（市町指定）をそれぞれ分担して実施する。 
 
３ 補正理由 
 ・被害要因となる線虫を運ぶカミキリ虫が７月の高温により活動が活発化したことにより、主に県東・

中部の保水性の低い海岸砂地で被害が増加している。 
・被害が増加した翌年はさらに被害増となる傾向があるため、今年度、被害木の徹底的な駆除が不可欠
である。 

・北栄町では内陸の地区保全松林（市町指定）から海岸の高度公益機能森林（県指定）への飛び込み被 
害の兆候が見られる。 

・このような状況を踏まえ、松くい虫被害の調査研究に精通した有識者を交えて、関係者による現地調 
査を行い対策を検討する必要がある。 

・今後の被害対策については、被害跡地への抵抗性マツの導入や松以外の樹種への転換も視野に入れな
がら幅広く検討する。 

 
４ 事業目標・取組状況・改善点 
（１）事業目標 

飛砂の防止や水源のかん養などの重要な役割を果たす松林を保全する。 
（２）取組状況・改善点 

本県での松くい虫防除は、昭和 48 年から被害木駆除を、昭和 53 年から航空機を用いた特別防除（空 
中散布）を開始し、駆除と予防を組み合わせた被害対策を継続して実施してきた結果、近年の被害量
はピーク時の１割未満となっているが、近年、東・中部の海岸部で被害が拡大傾向にあるため、引き
続き、県と市町村が連携して被害対策を実施していく。 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 
 
４款 衛生費 
 ４項 医薬費                            医療政策課（内線：７１９５） 

２目 医務費                                  （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

鳥取県地域医療介護

総合確保基金事業 
 
 
 
 
 

799,081 

債務負担行為  
110,700  

 
 
 
0 

債務負担行為  
110,700  

 
 
 

799,081 

  

債務負担行為 
（基金繰入金） 

88,200  
（雑入） 
22,500  

 

 

 

トータルコスト 829,181 792 829,973 （補正に係る主な業務内容） 
地域医療学講座の運営に係る連絡調整等 従事する職員数 3.8人 0.1人 3.9人 

工程表の政策内容 医療提供体制の確保・充実 
事業内容の説明                     【「鳥取県地域医療介護総合確保基金」充当事業】 
１ 事業の目的、概要 

鳥取県地域医療介護総合確保基金を活用して、「必要な医療を適切な場所で提供できる体制の整備」と「希
望すれば在宅で療養できる地域づくり」のための取組を進める。 

【補正内容】 
地域医療に貢献する人材の育成及び地域医療の実践、研究・教育を行うため鳥取大学医学部に設置してい

る寄附講座（地域医療学講座）について、令和４年度以降も引き続き設置するため、寄附を行うものである
（令和４年度から３年間）。 
 

＜地域医療学講座の概要＞ 
（１）目的 鳥取大学と鳥取県が共同して、地域医療に貢献する人材の育成及び地域医療の実践と研究、教

育を行うとともに、地域医療を志す医師を支援することを目的とする。 
（２）設置 平成22年10月 
（３）業務概要 

○地域医療に貢献する人材の育成 
・地域医療に関する講義及び臨床実習 
・地域枠の学生に対する地域医療マインドを醸成するための企画の立案及び実施 
・地域枠等の学生への面談及びキャリア形成支援 など 

○地域医療に関連する診療支援 
・地域の医療機関及び診療教育拠点における実習教育に関連する診療支援 など 

○地域医療に関する研究 
・地域医療体制、臨床疫学、地域医療教育及び地域医療に貢献する人材の育成などに関する研究 など 

（４）人員体制 
教授１名、准教授１名（１名）、講師又は助教４名（２名） 
※（ ）内が、県からの寄附金により確保する教員 

 
２ 主な事業内容 
＜債務負担行為の概要＞ 
（１）期 間：令和４年度から令和６年度まで 
（２）限度額： 110,700千円 （内訳） 36,900千円×３か年 

※なお、日野病院から毎年7,500千円の協力金をいただき、財源に充当する。 
（３）内 容：鳥取大学医学部が開設する地域医療学講座に対して、人件費及び研究・活動費を寄附する。 

 
《参考》これまでの地域医療学講座設置に係る鳥取大学との協定内容 

設置期間：平成22年10月１日～令和４年３月31日 
寄附金額：総額387,450千円 
（内訳） 
平成22年度 21,650千円 
平成23年度～平成27年度 各年30,500千円 
平成28年度～平成30年度 各年34,200千円 
令和元年度～令和３年度 各年36,900千円 

 
３ 事業目標・取組状況・改善点 
・地域医療に貢献する人材の育成や地域医療の実践・研究・教育等を推進する。 
・地域医療学講座の平成22年度の設置以来、地域医療教育プログラムの導入、地域医療等に関するカリキュ
ラム外教育の実施、奨学生等へのキャリア形成支援等、地域医療に貢献する人材の育成を行うとともに、
医師確保が難しい中山間地の医療機関に対する診療支援を実施している。 

・将来の地域医療を担う人材の育成や地域における診療支援等の取組を今後も継続する必要がある。 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 

２款 総務費 

 １項 総務管理費                     資産活用推進課（内線：７０６９） 

    ７目 財産管理費                                                    （単位：千円） 

 

事 業 名 

 

補 正 前 

 

 

補 正 

 

 

計 

 

財 源 内 訳  

備考 

 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

ふるさと納税・広告

促進事業 

 

116,127 

 

 

73,908 

 

190,035 

 

 

 

 

 

 

 

  

73,908 

 

 

 

トータルコスト 131,969 74,700 206,669 （補正に係る主な業務内容） 

 寄附者からの寄附の受け入れ、寄附に対する

返礼品の送付 

従事する職員数 2.0 人 0.1 人 2.1 人 

工程表の政策内容 ふるさと納税・その他広告事業の促進 

 

事業内容の説明                                         

１ 事業の目的・概要 

    鳥取県へのふるさと納税について、今年度の寄附受入額が当初予算額よりも増加すると見込まれ

ることから、寄附受入額に応じて変動する委託料及び報償費を増額補正する。 

  

（参考）令和３年９月末時点寄附受入額 129,629 千円（対前年度同期比 134%） 

     

 

２ 主な事業内容 

（単位：千円） 

項目 事業内容 補正額 

委託料 受付等業務委託料 32,190 

報償費 寄附者に対する返礼品 41,718 

合計 73,908 
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令和３年度 一般会計補正予算説明資料 

 
８款 土木費 
 ４項 港湾費                        空港港湾課（内線７３８０） 
  １目 港湾管理費                                    （単位：千円） 

事 業 名
 

補正前
 

補正
 

計 
財  源  内  訳 

備 考
 

国庫支出金 起債 その他 一般財源 

港湾維持管理費 
[単県公共事業] 

352，511 91,000 443,511    91,000 
 
 

トータルコスト 370,587 91,792 462,379 （補正に係る主な内容） 
工事及び委託契約・監督、支払事務、関係機関と

の調整 従事する職員数 3.0人 0.1人 3.1人 

工程表の政策目標(指標) － 

事業内容の説明 

 

１ 事業の目的・概要 

近年の異常気象や冬季風浪等により、鳥取港の主要航路である千代航路が度々埋塞し、大型貨物

船の入港が不可能となることから、西浜航路を緊急（代替）航路として確保する。航路部分の浚渫

は完了し、大型貨物船が風浪の影響により航路を外れた場合においても、座礁することなく安全航

行可能とするために西浜航路南側を追加して浚渫する。 

 

２ 主な事業内容 

  西浜航路南側において、大型貨物船の安全航行に必要となる幅50m範囲の水深-10mを確保するため

の浚渫を行う。 

   鳥取港 航路浚渫 ９１，０００千円 浚渫土量 １８，２００  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

  平成３１年３月に、西浜航路を緊急（代替）航路として水深-10m・航路幅80mを確保した場合に、

主要航路と同等の1万DWTクラスの船舶が安全に航行できるかを検討する航行安全検討委員会を実施

した。 

  令和３年３月には、緊急航路内の既設構造物（第3防波堤）の撤去を完了し、航路部分の浚渫を完

了した。 

  令和２年１１月に改訂した港湾計画に基づく主要航路切替を早期に実現するため、国と連携して

防波堤整備を進めている。 
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令和３年度一般会計補正予算説明資料
７款　商工費
　１項　商業費  商工政策課 （ 内線 ： ７２１３ ）
　　２目　商業振興費　 （単位：千円）

財　　源　　内　　訳
事 業 名 補正前 補　正 計

国庫支出金 起債 その他 一般財源
備考

 （新）【燃油
高騰対策】事
業者支援事業

0 30,000 30,000 30,000

 トータルコスト 0 30,792 30,792（補正に係る主な業務内容）
 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人補助金審査・交付決定、事業者への支援
 工程表の政策内容 ―

事業内容の説明

 １　事業の目的、概要

　国内外における経済社会活動の再開を背景とした燃油価格の高騰を踏まえ、様々な県内事業者等を支援す
るため、緊急の対策を講じる。（商工労働部に一括計上し、所管部局への配当替えにより執行する。）

 ２　主な事業内容

（１）資金繰り支援の強化
　令和３年１０月２５日に発動した地域経済変動対策資金（「令和３年度燃油価格の高騰」対策枠）について、
新たに利子補給を行い、最長３年間、融資利率を最大無利子まで引き下げる。（市町村が補助した額の２分の１
を補助（市町村間接補助）する。）

【地域経済変動対策資金（「令和３年度燃油価格の高騰」対策枠）の制度概要】
項目 内容

融資対象者

燃油価格の高騰により影響を受けた中小企業者等で、次のいずれかの要件を満たす者
　ア　最近３か月間の売上高等が前年同期の売上高等に比べ５％以上減少している者
　イ　最近１か月間 の売上高等が 前年同月の売上高等に比べ５％以上減少し、かつ 、
　　その後の２か月間を含む３か月間の売上高等が前年同期に比べ５％以上減少するこ
　　とが見込まれる者
　ウ　最近１か月の売上総利益率（売上総利益（損失) ÷ 売上高）又は営業利益率（営
　　業利益（損失) ÷ 売上高）が前年同月と比べ減少している者

資金使途 運転資金、設備資金又は借換資金（借換資金は、運転資金又は設備資金に併せて行う場合
に限る。）

融資限度額 ２億８千万円
融資期間 １０年以内（うち据置３年以内を含む。）
融資利率 年１．４３パーセント
保証料率 年０．２３～０．６８パーセント
指定期間 令和３年１０月２５日から令和４年３月３１日まで
融資枠 ３億円

（２）運輸事業者に対する支援【商工労働部、地域づくり推進部で執行】
　通常タイヤと比べて価格が割高な低燃費タイヤの導入を促進するため、県内トラック事業者やバス事業者に対
して、通常タイヤと低燃費タイヤの差額相当額（１本あたり２千円）を補助する。　　

（３）農林漁業者に対する支援【農林水産部で執行】
　・漁業経営財務基盤強化資金（融資枠１億円）について、無利子化する。
　　〔現行〕基準金利:１．６％　利子補給率:１．３％　→〔今回〕利子補給率:１．６％
　・農業者や漁業者が行う省エネ対策などの経費を支援する。（補助率１／３）

（４）一般公衆浴場に対する支援【生活環境部で執行】
　一般公衆浴場に対し、燃油高騰対策として市町が補助した額の２分の１を補助（市町村間接補助）する。

（５）その他の支援
　・今後の燃油高騰の状況に応じて必要な対策を講じる。
　・「燃油価格高騰に関する県ワンストップ相談窓口」の開設（既定予算での対応）
　　　→県対策のほか国対策を含めた燃油価格高騰対策など事業継続に関する各種相談に対応するため、ワ
　　　　ンストップ相談窓口を県内３箇所に開設し、商工団体、信用保証協会、政府系金融機関等と連携し
　　　　ながら、支援メニュー紹介や経営相談等に対応する。
　　　　　［設置場所］県庁（商工政策課）、中部・西部総合事務所（専用ダイヤルを開設）

 ３　事業目標・取組状況・改善点

　　 ＜事業目標＞
　燃油価格の高騰により様々な影響を受ける県内事業者等を支援する。
＜取組状況・改善点＞
　国際経済情勢、燃油価格動向に応じ、必要とされる支援策を機動的に発動してきた。
（直近の燃油価格対策：H30.6月補正予算、H26.9月補正予算など）
＜燃油価格動向＞
　県内１リットルあたりの価格動向（※重油は、中国地方の価格で９月分が直近値）
　ガソリン：（R2.5）123円→（R3.3）144.3円→（R3.7）158.0円→（R3.10）160.3円→(R3.11)167.1円
　軽　　油：（R2.5）113円→（R3.3）130.1円→（R3.7）144.0円→（R3.10）146.5円→(R3.11)152.9円
　重　　油：（R2.5） 48円→（R3.3） 72.7円→（R3.8） 79.8円→（R3. 9） 80.9円
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令和３年度一般会計補正予算説明資料 

３款 民生費 

１項 社会福祉費                         福祉保健課（内線：７８５９） 
１目 社会福祉総務費                             （単位：千円） 

事 業 名      補正前 補正 計 
財 源 内 訳             

備考 
国庫支出金 起債 その他 一般財源 

（新）【燃油高騰対

策】生活者支援事業 0 15,000 15,000    15,000 
 

トータルコスト 0 15,792 15,792 （補正に係る主な業務内容） 

補助金交付事務等、関係機関との調整 従事する職員数 0.0人 0.1人 0.1人 

工程表の政策内容 － 

事業内容の説明 

１ 事業の目的、概要 

最近の燃油価格の高騰を受けて、低所得者に対して灯油購入費等の助成を行う市町村に補助金を交付し、

低所得世帯の生活支援対策を行う。 

２ 主な事業内容 

実施主体 市町村 
（生活困窮世帯に対して灯油購入費等の助成を行なう市町村） 

対象経費 灯油購入費に必要な金品又は現物の支給に要した経費 
対象者 市町村が生活困窮世帯として認める世帯（生活保護受給世帯含む） 
補助率 1/2 

１世帯当たり 
補助上限額 

5,000円 

 

３ 事業目標・取組状況・改善点 

 ・市町村が実施する低所得者等に対する灯油購入等の助成に対して、県が一定の補助金を交付し、低所得世

帯の生活支援対策を適切に実施する。 

・国内外における経済社会活動の再開を背景に、燃油価格が高騰しており、長引くコロナの影響もあいまっ

て、低所得者世帯の冬期の生活に深刻な影響を与えることが懸念される。 
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